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認定薬局制度の
概要について



国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心して
医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1) 「先駆け審査指定制度※」の法制化、小児の用法用量設定といった特定用途医薬品等への優先審査等

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み
(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化

※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み
(3) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造方法等の変更について、事前に厚生労働大臣が確認した計画に沿って変更する場合に、

承認制から届出制に見直し
(4) 継続的な改善・改良が行われる医療機器の特性やＡＩ等による技術革新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入
(5) 適正使用の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付文書の電子的な方法による提供の原則化
(6) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務

薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
(2) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(3) 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制の整備（業務監督体制の整備、経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の義務付け
(2) 虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
(3) 国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、麻薬取締官等による捜査対象化
(4）医薬品として用いる覚せい剤原料について、医薬品として用いる麻薬と同様、自己の治療目的の携行輸入等の許可制度を導入 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発生防止等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等行政評価・監視委員会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採血の制限の緩和 等

改正の概要

を法制化

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）の概要

令和3年8月1日施行
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「患者のための薬局ビジョン」
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○薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認めら
れる薬局について、都道府県の認定により名称表示を可能とする。

・入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に、地域の薬局と

連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局）

・がん等の専門的な薬学管理の他医療提供施設と連携して対応

できる薬局（専門医療機関連携薬局）

➢ これにより、患者が地域で様々な療養環境（外来、入院、在宅医療、介護施設など）を移行する場合や、複数の疾患を
有し、多剤を服用している場合にも、自身に適した安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく受けられることが期待される。

➢ 現行の「健康サポート薬局」（薬機法施行規則上の制度）については、引き続き推進する。

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

患者のための薬局ビジョン
の「かかりつけ薬剤師・薬

局機能」

患者のための薬局ビジョン
の「高度薬学管理機能」

がん等の専門医療機関

専門医療機関
連携薬局

がん等の専門医療機関と
治療方針等の共有

診療所病院

情報連携

がん等の専門医療以外の医療の場

他薬局
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平成26年患者調査に基づき
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医薬・生活衛生局総務課作成

人数（千人）
＜がん患者数＞
（入院・外来）

診療所

介護施設

在宅訪問

医療機関

（入院施設）

他薬局

地域連携薬局

患者宅

他医療提供施設と
情報連携

入退院時における
患者の服薬状況等の

情報連携

特定の機能を有する薬局の認定
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特定の機能を有する薬局の都道府県知事の認定は、構造設備や業務体制に加え、機能を適切に

発揮していることを実績により確認する必要があるため、１年ごとの更新とする。

法 律 基 準

１

構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する
観点から必要なものとして厚生労働省令で定
める基準に適合するものであること。

○ 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口及び
相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置

○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

２

利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報
を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生
労働省令で定める基準に適合するものである
こと。

○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報

について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報

について報 告・連絡を行った実績（月平均３０回以上の報告・連絡の実績）
○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備

３

地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するた
めの調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与
の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める
基準に適合するものであること。

〇 開店時間外の相談応需体制の整備
〇 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
〇 地域の他の薬局への医薬品供給体制の整備
〇 麻薬の調剤応需体制の整備
〇 無菌製剤処理を実施できる体制の整備（他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を

実施する体制を含む。）
〇 医療安全対策の実施
〇 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修

又はこれに準ずる研修を計画的な実施
〇 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報を提供した実績

４

居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬
学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労
働省令で定める基準に適合するものであるこ
と。

〇 在宅医療に関する取組の実績（月平均２回以上の実績）
〇 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制

【地域連携薬局】

特定の機能を有する薬局の認定要件
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①新法第６条の３第１項の厚生労働省令で定める傷病の区分は、「がん」とすること。

【専門医療機関連携薬局域連携薬局】

法 律 基 準

１
構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観
点から必要なものとして厚生労働省令で定める
基準に適合するものであること。

○ 利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

２
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を
他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働
省令で定める基準に適合するものであること。

○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への継続的な参加
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、

①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制
の整備

○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績
（①の傷病の区分に係る患者の半数以上報告・連絡した実績）

○ 地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について
報告・連絡できる体制の整備

３
専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業
務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に
適合するものであること。

〇 開店時間外の相談応需体制の整備
〇 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
〇 地域の他の薬局への①の傷病の区分に係る医薬品供給体制の整備
〇 麻薬の調剤応需体制の整備
〇 医療安全対策の実施
〇 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 ①の傷病の区分に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
〇 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分に係る専門的な研修

の計画的な実施
〇 地域の他の薬局に対する①の傷病の区分に係る研修の継続的な実施
〇 地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分に係る医薬品の適正使用に関する情報

を提供した実績

特定の機能を有する薬局の認定要件
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• 医薬品医療機器等法施行令第1条の3(地方薬事審議会で審議する事務)

一 法第６条の２第１項の都道府県知事の認定に係る事務

二 法第６条の３第１項の都道府県知事の認定に係る事務

地域の医療提供体制を検討するうえで、特定の機能を有する認定
薬局の役割が重要。都道府県において薬局の認定がどのような状況
になるのか、今後どのような方針で地域の医薬品提供体制を考えて
いくのか審議する。

１年に１回程度、認定薬局の認定状況等を審議会において報告す
ることとされた（R3.5.25審議会で了承）。

地方薬事審議会の関与
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認定数の目標値

【指標】
「地域連携薬局」の認定を取得した薬局数

【目標値】

●埼玉県５か年計画

０薬局（令和２年度末）➡８００薬局（令和８年度末）

●第７次埼玉県地域保健医療計画

０薬局（令和２年度末）➡５００薬局（令和５年度末）

【目標値の根拠】

日常生活圏域（中学校区）において、患者が自身に適した地域連携薬局を
選択できるよう、公立中学校（令和３年度416校）の数を２倍した数を設定
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認定数

地 域 連 携 薬 局 ： １ ９ ９ 件

専門医療機関連携薬局：８件

※令和４年１０月末現在

（地域連携薬局） （専門医療機関連携薬局）
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全国の認定数

◆地域連携薬局 ◆専門医療機関連携薬局

全国４位 全国３位
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地域連携薬局の
認定状況について
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地域連携薬局認定数と目標値

令和5年度末：500薬局

令和8年度末：800薬局

認定薬局制度が施行された
令和３年８月時点において
５８施設認定を取得したが、
令和４年に入り、新たに
認定取得をする薬局数が
減少傾向となっている。
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日常生活圏域（中学校区）毎の認定数

※「達成率」：認定数を中学校数を２倍したもので除した割合

目標達成期日まで約１/４が経過しており、市町村別にみるとバラつきはあるものの、合計としては
達成率24％と順調であると考えられる。
また、市町村毎の認定数は、概ね市町村毎の薬局数と比例していると考えられる。

市町村名 認定数 中学校数 薬局数
達成率
（％）

さいたま市 38 58 591 32.8

川越市 10 22 157 22.7

熊谷市 5 17 96 14.7

川口市 15 28 225 26.8

行田市 4 8 39 25.0

秩父市 0 8 35 0.0

所沢市 13 15 146 43.3

飯能市 2 7 25 14.3

加須市 2 8 40 12.5

本庄市 2 4 46 25.0

東松山市 2 5 57 20.0

春日部市 13 11 115 59.1

狭山市 7 8 60 43.8

羽生市 1 3 23 16.7

鴻巣市 2 8 49 12.5

深谷市 2 10 73 10.0

上尾市 11 12 102 45.8

草加市 6 11 92 27.3

越谷市 6 15 160 20.0

蕨市 3 3 37 50.0

戸田市 1 6 49 8.3

市町村名 認定数 中学校数 薬局数
達成率
（％）

入間市 5 11 42 22.7

朝霞市 3 5 54 30.0

志木市 1 4 30 12.5

和光市 0 3 27 0.0

新座市 7 6 53 58.3

桶川市 1 4 20 12.5

久喜市 4 10 63 20.0

北本市 2 4 39 25.0

八潮市 3 5 25 30.0

富士見市 4 6 49 33.3

三郷市 4 8 56 25.0

蓮田市 2 5 30 20.0

坂戸市 5 7 55 35.7

幸手市 2 3 23 33.3

鶴ヶ島市 0 5 30 0.0

日高市 2 6 20 16.7

吉川市 0 4 27 0.0

ふじみ野市 0 6 48 0.0

白岡市 1 4 19 12.5

伊奈町 1 3 23 16.7

三芳町 0 3 16 0.0

市町村名 認定数 中学校数 薬局数
達成率
（％）

毛呂山町 1 2 23 25.0

越生町 1 1 5 50.0

滑川町 0 1 7 0.0

嵐山町 0 2 6 0.0

小川町 2 3 19 33.3

川島町 0 2 5 0.0

吉見町 0 1 3 0.0

鳩山町 0 1 3 0.0

ときがわ町 0 2 3 0.0

横瀬町 0 1 2 0.0

皆野町 0 1 6 0.0

長瀞町 0 1 4 0.0

小鹿野町 1 1 5 50.0

東秩父村 0 1 0 0.0

美里町 0 1 5 0.0

神川町 0 1 4 0.0

上里町 0 2 14 0.0

寄居町 0 3 15 0.0

宮代町 1 3 11 16.7

杉戸町 0 3 13 0.0

松伏町 1 2 5 25.0

計 199 414 24.03124
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主な薬局開設者毎の認定取得数

認定取得数上位１５社の合計認定薬局数が、
全認定数の約７８％を占めている。
複数の薬局を開局している開設者は、認定
取得したノウハウを水平展開して認定薬局
数を増やすことは可能であるが、個人薬局
等にとってはハードルが高く、申請に至っ
ていないことが考えられる。

薬局開設者 認定薬局数

1 株式会社あさひ調剤 34

2 クラフト株式会社 22

3 クオール株式会社 14

4 日本調剤株式会社 13

5 みよの台薬局株式会社 10

6 株式会社鈴木薬局 9

7 アポクリート株式会社 8

7 株式会社アイセイ薬局 8

7 株式会社アインファーマシーズ 8

10 ファーマライズ株式会社 6

11 ウエルシア薬局株式会社 5

12 株式会社かくの木 4

12 株式会社昭和薬品 4

12 総合メディカル株式会社 4

15 株式会社スギ薬局 3

15 株式会社ハローコーポレーション 3

16 その他 44

合計 199

155
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各論（構造設備）

（１）利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備
⇒利用者が座って情報の提供や薬学的知見に基づく指導等を受けることができるようにするとともに、利用者に対す

る情報提供や服薬情報等が他の利用者に漏えいしないよう配慮することにより、利用者が安心して相談できる環境
を確保することを求めている。

【添付資料の例】
イスが設置してある、服薬指導を実施するカウンターにパーテーションを設置していることが分かる写真
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各論（構造設備）

（２）高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備
⇒高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを求めている。

具体的には、「利用者の動線や利用するエリア等を考慮して手すりを設置すること」、「入口に段差がないこと」、
「車いすでも来局できる構造であること」等の構造設備が必要。

【添付資料の例】
利用者の動線や利用するエリア等を考慮して手すりを設置している／入口に段差がない／車いすでも来局できる構造にし
ていること等の配慮していることが分かる写真
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各論
（利用者の薬剤等の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制）

（３）地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加
⇒薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、地域包括ケアシステム

の構築に資する会議に継続的に参加させていることを求めている。
「地域包括ケアシステムの構築に資する会議」とは、次に掲げる活動となっている。
・介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催する

サービス担当者会議
・地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

地域連携薬局のうち、7割を超える薬局が、サービス担当
者会議に参加することで当該基準を満たしている。

市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
は、参加できる薬局が限られる場合が多いため、在宅の患者
がケアマネージャーを利用していない場合に、当該基準を満
たすことが難しくなることが考えられる。

【地域連携薬局の当該会議への参加状況】
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各論
（利用者の薬剤等の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制）

（４）地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制
⇒薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報

について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し随時報告及び連絡することができる体制を
備えていることが必要であり、例えば以下に掲げるような体制を構築し、実施していることを求めている。
・ハイリスク薬等を服用する外来の利用者が来局した際に、利用者から服薬状況や副作用の発生の有無などの服薬情報

を入手し、医療機関に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。
・入院時には、医療機関において適切な薬学的管理を行うため、薬局が有する利用者の入院前の服薬情報等を、医療機

関に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。
・退院時には、退院後に地域連携薬局が適切な薬学的管理を行うため、退院時カンファレンスに参加し、医療機関に

勤務する医師、薬剤師等から入院時の服薬情報や退院後の療養上の留意点等について必要な指示・情報提供等を受け
ること。

・在宅医療を行う際に、主治医の指示等に基づいて地域連携薬局が居宅等において適切に薬学的管理を行うため、在宅
における服薬状況等を適切に把握し、利用者の薬物療法等に必要となる薬剤や医療材料等の情報とともに、医療機関
に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。

【適合表記載例】(添付資料なし)
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各論
（利用者の薬剤等の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制）

（5）地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績
⇒薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、次に掲げる報告及び連

絡させた実績として月平均30 回以上を求めている。
下記については、いずれかのみを行うのではなく、満遍なく実施することが望ましい。
・利用者の入院に当たって情報共有を行った実績
・医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績
・外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
・居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ

提出して情報共有を行った実績

【適合表記載例】

（6）他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制
⇒薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報に

ついて地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていることを求めている。

【添付資料】
他の薬局に対して利用者の薬剤等の情報を報告及び連絡する際の方法等を示した手順書等の写し

(服薬情報提供書)
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各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（7）開店時間外への相談に対応する体制
⇒開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていることを求めている。

認定薬局における開店時間（開局時間）は利用者からの調剤の求めに応じる趣旨を踏まえると、平日は1日8時間以上、
土曜日又は日曜日のいずれかの曜日は一定時間以上開局した上で、かつ週45時間以上開局していることが望ましい。

【添付資料の例】
時間外に相談できる連絡先の周知方法
として、薬局で用いている利用者等に
交付する文書、連絡先等が記載された
薬袋等

(薬の説明文書) （薬袋）



各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（８）休日及び夜間の調剤応需体制
⇒休日及び夜間であっても、調剤の求めがあった場合には、利用者に対し医薬品を迅速に供給できるよう、自局で対応す

るほか、地域の他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていることを求めている。
自局が24時間体制で対応する場合であっても、当該基準を満たすためには、地域の他の薬局開設者に自局の対応を周
知するとともに、地域の他の薬局開設者や利用者からの調剤の求めがあった場合には適切に対応することなど必要な体
制を有していることを示す必要がある。

【添付資料の例】
地域の調剤応需体制がわかる資料として、具体的な休日及び夜間における当番日を示すもの等

（当番表） （自局の24h体制を周知したことがわかる文書）
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各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（９）在庫として保管する医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制
⇒在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていることを求めている。

【添付資料】
他の薬局開設者の薬局からの求めに応じて医薬品を提供する場合の手順を示した手順書等の該当箇所の写し

（10）麻薬の調剤応需体制
⇒薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第3条第1項の規定に

よる麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあった場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事
する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていることを求めている。

【添付資料】
麻薬小売業者の免許証の写し
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各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（11）無菌製剤処理を実施できる体制
⇒居宅等で療養を受ける利用者への調剤において無菌製剤処理が必要な薬剤が想定されるため、無菌製剤処理を実施でき

る体制を備えていることを求めている。
自局又は共同利用により無菌製剤処理を実施できるようにしておく ことが望ましいが、日常生活圏域及び近接する日
常生活圏域に、無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合等も想定されることから、当分の間、適切な実施薬局
を紹介すること等の対応でも差し支えない。

【添付資料】
・「自局で対応」の場合：無菌製剤処理が実施できることがわかる図面、写真等
・「共同利用による対応」の場合：無菌調剤室を提供する薬局と自局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等の写し
・「他の薬局を紹介」の場合：無菌製剤処理が必要な処方箋を受けた場合に当該薬局に無菌製剤処理に係る調剤のみ紹介する

手順書等の該当部分の写し

他の薬局を紹介することでも、当該基準を満たす為、チェーン薬
局では、グループの中で無菌製剤処理が可能な薬局を紹介先に設
定することが出来るが、個人薬局の場合、紹介できる薬局をみつ
けることが難しく、当該基準を満たすことが難しくなることが考
えられる。

【無菌製剤処理を実施できる体制の状況】
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各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（12）医療安全対策
⇒薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていることを求めている。

医療安全対策の具体的な取組は、以下に掲げるもの等が考えられる。
・医薬品に係る副作用等の報告の対応
・薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加
・製造販売業者による市販直後調査への協力
・医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）に基づく患者向け資料の活用、独立行政法人医薬品医療

機器総合機構（以下「PMDA」という。）が実施している「医薬品医療機器情報配信サービス」（PMDA メディナ
ビ）等を活用した服薬指導等の対応。

【地域連携薬局の医療安全対策の実施状況】
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※その他の取組
・製造販売業者による市販直後調査への協力
・医薬品リスク管理計画に基づく患者向け資料の活用
・PMDAが実施している「医薬品医療機器情報配信サービス」

（PMDAメディナビ）等を活用した服薬指導等の対応



各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（13）継続して1 年以上常勤として勤務している薬剤師の体制
（14）地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤として勤務している薬剤師の体制

⇒地域連携薬局として役割を果たすためには、日頃から会議の参加等を通じて、他の医療提供施設と連携体制を構築する

とともに、薬局の利用者に対して薬剤師が継続して関わることにより利用者の薬学的管理を適切に実施していくことが
求められることから、当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤とし
て勤務している者であることを求めている。

また、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」において、技能習得型研修の研修項目に「地域包括ケアシステムに
おける多職種連携と薬剤師の対応」が、知識習得型研修の研修項目に「地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事
例」が含まれていることから、当該要綱に基づき研修実施機関が実施した健康サポート薬局に係る研修を修了した者とし
て修了証の交付を受けた常勤の薬剤師が、当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上となることを求めている。

【添付資料】
当該基準に該当する薬剤師が分かる一覧、健康サポート薬局に係る研修の修了証等の写し

（薬剤師一覧） （健康サポート薬局研修修了証）
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薬剤師の採用や異動、研修を計画的に実施する
ことが求められる。



各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（15）地域包括支援システムに関する内容の研修の受講
⇒当該薬局に勤務する薬剤師に地域包括ケアシステムに係る内容を理解した上で 業務に携わることが適当であることか

ら、薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、1年以内ごとに、地域包括ケ
アシステムに関する研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていることを求めている。

【添付資料】
研修の実施計画の写し

（研修計画）
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各論
（地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制）

（16）地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報提供
⇒地域の他の医療提供施設に対して「新薬の情報」、「同一薬効群 における医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴」、

「後発医薬品の品質に関する情報や製剤の工夫等の特徴等」、「医薬品の適正使用に関する情報」を広く提供し、地域
の医薬品情報室としての役割を果たすため、認定申請又は認定更新申請の前月までの過去1年間において情報提供した
実績を求めている。

【添付資料】
情報提供した文書

（情報提供資料）
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各論
（居宅等における調剤及び指導を行う体制）

（17）居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績
⇒居宅等における調剤の業務並びに訪問診療を利用する者に対する情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を恒常的に実

施していることを担保するため、認定申請又は認定更新申請の前月までの過去1年間において月平均2回以上これらを実
施した実績を求めている。

【適合表記載例】(添付資料なし)

（18）医療機器及び衛生材料を提供するための体制
⇒訪問診療を利用する者に対しては、医療機器やそれ以外の衛生材料が必要となる場合も想定されることから、高度管理

医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料
を提供するための体制を備えていることを求めている。

【添付資料】
高度管理医療機器等販売業の許可証の写し
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まとめ
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まとめ

・目標達成期日まで約1/4が経過しており、市町村別にみるとバラつきはあるもの
の、合計としては達成率24％と概ね順調である。

・認定薬局制度が施行された令和3年8月時点において58施設の薬局が認定を取得
した。令和4年に入り、認定取得をする薬局数が減少傾向となっている。

・認定取得数上位１５社の合計認定薬局数が、全認定数の約７８％を占めている。
複数の薬局を開局している開設者は、認定取得したノウハウを水平展開して認
定薬局数を増やすことは可能であるが、個人薬局等にとってはハードルが高く、
申請に至っていないことが考えられる。

・今後、薬局、県民に対し、認定薬局制度を認知してもらうため、リーフレット
や啓発物を作成し認定薬局制度の周知を図る予定である。また、埼玉県薬剤師
会等と連携し、薬局に対し認定取得方法等について周知を図る。


